
                       

令和８年４月１７日 

保護者の皆様へ 

豊橋市立豊南小学校長 土井 亜矢子 

 

警報等発表時（地震関連も含む）の対応について 
 

陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は、本

校の教育活動に温かいご支援とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、暴風等の警報発表時や南海トラフ地震臨時情報発表時、大雨・雷など自然災害の恐れがあると判

断される場合には、児童の安全な登下校を第一に考え、以下のように対応させていただきます。昨年度か

ら見直しを行い、一部を改訂しています。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 豊橋市に「特別警報」が発表された場合 

（１）登校前に発表された場合の対応 

     ・登校せず自宅待機してください。警報解除後も学校メールで連絡があるまでは登校をさせ

ないでください。 

（２）登校後に発表された場合の対応 

・安全が確認できるまで学校待機になります。安全が確認できたら引き取り下校とします。 

 

２ 豊橋市に「暴風警報」または「暴風雪警報」が発表された場合 

（１）登校前に発表された場合の対応 

・午前６時までに解除されたときは、通常通り授業を行います。 

・午前６時を過ぎても解除されない時は、休校となります。 

（２）登校後に発表された場合の対応 

・授業を中断し、引き取り下校とします。学校メールで連絡します。 

※「暴風警報」や「暴風雪警報」の発表が無くても、発表される可能性が高い場合や、登下校が

危険と学校が判断した場合は、状況に応じて授業の有無や授業開始時刻を決定します。その

際は、学校メールで連絡します。 

 

３ 豊橋市に「大雨・洪水・大雪警報」や警戒レベル３以上が発表された場合 

（１） 登校前に、次の警報が発表された場合の対応 

①   豊橋市に「大雨・洪水・大雪警報」発表の場合  

ア  原則として平常どおり授業を行います。 

イ  状況に応じて授業の有無、授業開始時刻を決定します。  

ウ  必要に応じて中学校区内の小中学校と連携をとります。 

エ  保護者が子どもの安全を考え登校を見合わせると判断した場合、校長が合理的な理 

由と認めたうえで欠席扱いにはなりません。 

②  大雨による「洪水・土砂災害・高潮」の恐れがあり、中学校区内に警戒レベル３（「高

齢者等避難」）が発令されている場合 

ア 通学路の状況等により、授業の有無、授業開始時刻を決定します。原則として、平常

通り授業を行います。 

イ 必要に応じて、中学校区内の小中学校間で連携をとります。 

ウ 名古屋地方気象台情報で大雨による被害の可能性について予測された場合（例：早期

注意情報で「警報の可能性が『中』以上」）には、前日までに市教委が臨時休校を判断す

ることもあります。 

エ 保護者が子どもの安全を考え登校を見合わせると判断した場合、校長が合理的な理由

と認めたうえで欠席扱いにはなりません。 

 



                                         

③  大雨による「洪水・土砂災害・高潮」の恐れがあり、中学校区内に警戒レベル４（「避

難指示」）が発令されている場合 

ア 午前６時を過ぎても解除されないときは、当日授業を行いません。（臨時休校） 

イ  名古屋地方気象台情報で大雨による被害の可能性について予測された場合（例：早期

注意情報で「警報の可能性が『中』以上」）には、前日までに市教委が臨時休校と判断

することもあります。 

 

（２）登校後に、次の警報が発表された場合の対応 

①  豊橋市に「大雨・洪水・大雪警報」発表の場合 

ア  原則として平常どおり授業を行います。 

イ  状況に応じて授業の継続または中止を決定します。中止する際は、以下の避難行動 

に移ります。 

・  児童を校内に留めおき、安全を確保します。 

・  ｢引き取り下校｣や｢集団下校｣など、下校の方法について中学校区内の小中学校で 

連携をとり、学校メールで連絡します。 

② 大雨による「洪水・土砂災害・高潮」の恐れがあり、中学校区内に警戒レベル３（「高

齢者等避難」）が発令されている場合 

ア  気象状況を把握するとともに、交通機関および通学路の状況などから判断し、授業 

の継続または中止を決定します。 

イ  状況の悪化が見込まれるときは直ちに授業を中止し、以下の避難行動に移ります。 

・ 児童を校内に留め置き、通学路等の安全を確認します。 

・ 「引き取り下校」または「集団下校」など、下校の方法について中学校区内の小中

学校間で連携をとり、学校メールで連絡します。 

③ 大雨による「洪水・土砂災害・高潮」の恐れがあり、中学校区内に警戒レベル４（「避

難指示」）が発令されている場合 

     ア  直ちに授業を中止し、以下の避難行動に移ります。 

・ 児童を校内に留めおき、通学路等の安全を確認します。 

・ 「引き取り下校」や「集団下校」「校内留めおき」など、下校の方法について中学校

区内の小中学校間で連携をとり、学校メールで連絡します。 

   

４ 「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合 

（１） 登校前に発表された場合の対応 

ア 調査中という連絡が入ったら、続報に注意し、また後発地震の発生に留意しながら 

通常通り教育活動を行います。 

イ 巨大地震注意という連絡が入ったら、続報に注意し、また後発地震の発生に留意しな

がら通常通り教育活動を行います。休校と判断した場合は、学校メールで連絡します。 

ウ 巨大地震警戒という連絡が入ったら、続報に注意し、また後発地震の発生に留意しな

がら通常通り教育活動を行います。休校と判断した場合は、学校メールで連絡します。 

 

（２）登校後に発表された場合の対応（※ただし、児童が校内にいる場合） 

ア 調査中という連絡が入ったら、続報に注意し、また後発地震の発生に留意しながら通 

常通り教育活動を行います。 

イ 巨大地震注意という連絡が入ったら、続報に注意し、また後発地震の発生に留意しな 

がら通常通り教育活動を行います。引き取りが必要と判断した場合は、学校メールで 

連絡します。 

ウ 巨大地震警戒という連絡が入ったら、続報に注意し、また後発地震の発生に留意しな 

がら通常通り教育活動を行います。引き取りが必要と判断した場合は、学校メールで 

連絡します。 



                                         

※校外学習中の場合は直ちに活動を中止して安全な場所に移動し、安全に帰校するこ

とができると判断した場合は帰校を開始します。修学旅行、野外教育活動について

も同様です。 

※とよはしほっとプラザ（適応指導教室）、みらい（中学校初期支援コース）、きぼう 

（小学校初期支援コース）の児童についても学校の対応に準じます。原則として施

設内保護します。 

 

５ 大雨・落雷・竜巻など、自然災害の心配がある場合の登下校について 

（１）登校時間帯に自然災害の心配がある場合 

・学校からメールで連絡があった際には、その指示に従ってください。 

・学校からの連絡がない場合は、児童の登校の方法（保護者が児童を車で送迎する、出発 

時間を遅らせて児童だけで登校する等）に関しては、各家庭でのご判断となります。 

その際、所属する登校班の児童の家庭と連絡を取り合い、少人数や低学年の児童のみ 

での登校とならないようご配慮ください。 

・車で送迎する場合はプール西側駐車場で児童を降ろし、車はそのまま国道４２号線に進

む一方通行にご協力をお願いします。 

・通常の登校時刻より遅れて登校する場合は、電話で学校まで必ずご連絡ください。 

（TEL 0532-21-2102、学校用携帯 080‐5533‐2759） 

 

（２）在校時間帯に自然災害の心配がある場合 

・落雷の危険が生じた場合は直ちに屋外での活動を中止し、校舎内に退避し、屋内での活

動に切り替えます。 

・その他の災害に関しても、状況に応じ最も安全な場所に児童を避難させるよう、最善を 

尽くします。 

 

（３）下校時間帯に自然災害の心配がある場合 

・引き取り下校の実施や下校時刻の変更等、下校の仕方を平常と変更する場合には、学校

メールで連絡します。 

・落雷等の影響でメールの送受信ができない場合は、以下のように対応します。 

      〇低学年の下校時間帯に自然災害の心配がある場合には、下校時刻を遅らせ、高学年

と一緒に下校します。ただし、児童クラブに行く児童は通常通り１４：５０に児童ク

ラブに向かいます。 

      〇高学年の下校時間帯に自然災害の心配がある場合には、下校時刻を遅らせるか、引

き取り下校とします。 

 

６ その他 

（１）豊橋市に「雷注意報」が発表されており、かつ、入道雲や黒雲、突風や気温の変化、    

激しい雨があり雷鳴が認められる場合は落雷の恐れがあると判断してください。 

（２）連絡通信手段喪失時（メール、電話等が不通の場合） 

引き取りが完了するまで児童を学校で待機させます。情報を得次第、引き取りをお願い

します。大地震等の場合、豊南小学校の玄関前で随時状況をお伝えします。 

（３）引き取り下校は学校メールで連絡します。引き取りの際は引き取り名簿で確認させて 

いただきます。名簿にないかたに依頼する場合は、依頼する保護者が、事前に学校まで

電話で連絡してください。 

（４）引き取りに来校される際には北門から入り、一方通行で運動場に駐車してください。

西昇降口から入っていただき、各教室で児童の引き取りをお願いします。        
 

（次ページ「児童引き取りの流れ」参照） 

 



                                         

児童引き取りの流れ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

【児童引き取りの流れ】 

①自動車で学校北門よりお入りください。 

②図のように体育館東面までお進みください。 

途中、通路が狭いところがあります。渋滞も予想されます。ご注意ください。   

③表示に従い、運動場に体育館側を向いて、図のように駐車してください。 
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※裏面に続きがあります。 



                                         

④車から降り、歩行者通路に沿って北校舎南昇降口までお越しください。 

⑤兄弟姉妹がいる場合は、はじめに上の学年のお子さんから引き取りをお願いします。移動の際は、東か

ら西への一方通行になります。階段については、図書室側の東階段が上りで昇降口側の西階段が下り

になります。教師に児童名、引き取り者の名前を告げ、児童を引き取ってください。 

⑥引き取りが済んだら北校舎南昇降口から退場し、歩行者通路を通って車に戻ってください。 

⑦運動場では、運転者・歩行者ともに事故のないよう十分注意してください。 

⑧渋滞防止のため、正門から国道４２号線に出るときには必ず左折していただくようお願いします。 

 

 

 

   【引き取り時の廊下での待ち方】 
         

      保育園側 
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黒板（前） 
担任 

保護者 

廊下の窓側を通路として空けてください。廊下

は、東から西への一方通行です。 
 

西 

保護者の皆様は、西側を先頭

に教室側の壁に沿って並んで

お待ちください。 

 

教室 


